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１

ペ
ー
ジ

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

三
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
二
十
年
二
月
十
五
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

告
　
示

◯
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
及
び
同
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
秋

田
県
知
事
が
定
め
る
事
項
（
七
七
・
産
業
経
済
政
策
課
）
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
及
び
供
用
開
始
（
七
八
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
１

公
　
告

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（
教
育
庁
総
務

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
（
警
察
本
部
会
計
課
）
…
…
２

人
事
委
員
会
規
則

す
る
。平

成
二
十
年
二
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
県
教
育
委
員
会
給
与
支
払
・
小
中
学
校
旅
費
支
払
シ
ス
テ
ム
借
入

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

教
育
庁
総
務
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
九
年
十
二
月
二
十
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

秋
田
市
山
王
二
丁
目
一
番
五
十
四
号
　
秋
田
県
教
育
委
員
会
給
与
・
旅

◯
人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
２

秋
田
県
告
示
第
七
十
七
号

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十

年
内
閣
府
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土

交
通
省
、
環
境
省
令
第
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ

き
秋
田
県
知
事
が
定
め
る
事
項
に
つ
き
、
告
示
す
る
。

な
お
、
法
及
び
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
秋
田
県
知
事
が
定
め
る
事
項
（
平

成
十
九
年
八
月
二
十
八
日
秋
田
県
公
報
第
千
九
百
六
号
告
示
）
は
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
規
則
第
百
四
十
四
条
第
一
項
第
二
号
で
定
め
る
金
額
は
、
中
小
企
業
等

協
同
組
合
法
施
行
規
程
（
平
成
二
十
年
金
融
庁
、
財
務
省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
告
示
第
一
号
。

以
下
、
「
規
程
」
と
い
う
。
）
第
六
条
か
ら
第
七
条
に
定
め
る
金
額
と
す

る
。

二
　
規
則
第
百
四
十
五
条
第
五
項
で
定
め
る
積
立
て
及
び
取
崩
し
に
関
す
る

基
準
は
、
規
程
第
八
条
か
ら
第
十
条
に
定
め
る
基
準
と
す
る
。

費
シ
ス
テ
ム
構
築
運
用
共
同
企
業
連
合
体
代
表
者
株
式
会
社
ア
イ
シ
ー
エ

ス
秋
田
支
店

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

三
億
七
十
七
万
四
千
六
百
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七
　
特
例
政
令
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
行
つ
た
日

平
成
十
九
年
七
月
十
三
日

八
　
随
意
契
約
に
よ
る
場
合
に
は
そ
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七

条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当

三
　
法
第
五
十
八
条
の
四
で
定
め
る
共
済
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況

が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
は
、
規
程
第
十
一
条
に
定
め
る
基
準
と

す
る
。

四
　
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
四
号
で
定
め
る
率
は
、
規
程
第
十
二
条

第
一
項
に
定
め
る
率
と
す
る
。

五
　
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
五
号
で
定
め
る
率
は
、
規
程
第
十
二
条

第
二
項
に
定
め
る
率
と
す
る
。

六
　
規
則
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
で
定
め
る
事
項
は
、
規
程
第
十
二

条
第
三
項
に
定
め
る
事
項
と
す
る
。

七
　
規
則
第
百
五
十
条
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
及
び
同
条
各

号
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
規
程
第
十
三
条
か
ら
第
十

四
条
に
定
め
る
額
と
す
る
。

八
　
規
則
第
百
九
十
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計

算
し
た
金
額
は
、
規
程
第
十
五
条
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
七
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城

告
　
　
　
　
　
　
示

一
　
道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

県

道

路
　
　
線
　
　
名

鷹
巣
川
井
堂
川
線

鷹
巣
川
井
堂
川
線

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

八
・
五
〇
〜
一
四
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜
一
九
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
五
九
〇

一
・
五
九
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

北
秋
田
市
川
井
字
横
呑
沢
五
番
六
九
か
ら
字
中
谷
地
一
二
二
番
一
二
地
先
ま
で

〃

公
　
　
　
　
　
　
告
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２

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
き
の
特
例
を
定
め
る
政
令

（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示

す
る
。平

成
二
十
年
二
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
落
札
者
に
係
る
点
検
整
備
の
名
称
及
び
数
量

川
崎
式
Ｂ
Ｋ
１
１
７
Ｃ
│
１
型
回
転
翼
航
空
機
（
三
〇
〇
〇
時
間
）

一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

秋
田
県
警
察
本
部
会
計
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
五
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
年
一
月
十
一
日

四
　
落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

朝
日
航
洋
株
式
会
社

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
四
九
番
四
号

五
　
落
札
金
額

五
千
六
百
七
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
一
般
競
争
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
年
二
月
十
五
日

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長
　
柴
　
田
　
一
　
宏
　

人
事
委
員
会
規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

規
則
七
―
三
（
管
理
職
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
企
業
誘
致

別
表
第
一
知
事
部
局
本
庁
の
項
中
「
企
業
誘
致
専
門
監
」
を

韓
国
交
流

専
門
監

に
改
め
る
。

推
進
監
」附

　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
二
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

発

行

者

秋
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県

秋
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市
山
王
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目
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番
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号

購
読
料
金

一
月
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千
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込
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秋
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刷
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株
式
会
社
　
松
　
原
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話

八
七
六
六
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A
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〇
〇
〇
五
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十
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号
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繁
　
　
雄
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